
基準等遵守の確認をするためのチェックリスト (医療機関ver)

‖iオンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数の

患者の診療を行つてはならない。

Ⅳ 医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行

い、患者の同意を得る。

医師と患者が 1対 1で診療を行つていることを確認するために、オンライン

診療の開始時間及び終了時間をアクセスログとして記録するシステムとす

る。

オンライン診療を実施する前に、直接の対面で、実際に使用する1青報通

信機器を用いた試験を実施し、情報通信機器を通して得られる画像の

色彩や動作等について確認する。

〕
撰

備考

〆 遵守

ご 遵守

V

〆 推奨

VI

ご 推奨
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2.オンライン診療の提供体制に関する事項

iオンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該オン

ライン診療実施病院等の問い合わせ先を明らかにする。

特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う場

合は、患者が事後的にも確認できる方法により、所属する医療機関及び

その問合せ先の明示その他必要な通知を行う。

ご 遵守

ii患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスでき

る医療機関において直接の対面診療を行える体制を整える。
」 遵守

医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動

画が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所

でオンライン診療を行つてはならない。

ご 遵守

iV オンライン診疑 行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら

診療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の

1犬態に関する情幸長を得られる体市」を整える。

ご 遵守
・ 緊急やむを得ない場合には、この限

りでない。

v第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師
は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行う。

ご 遵守

7rンライン診療実施病院等は、ホームページや院内掲示等において、本指

針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を具体的に公表する。
♂ 遵守

医療機関のホームページに本チェッ

クリスト (※ )を公表することも考

えられる。

※ 「医療法等の一部を改正する法

律の一部の施行等について 材ンライ

ン診療関係)」 (令和 8年 3月 27

日付け医政発 0327第 5号医政局

長通知 )

MIオンライン診療を行う医師は、2(1)liの医療機関に容易にアクセスできる

よう努める。
ご 推奨

i 患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療が行われる場合と同程

度に、清潔かつ安全でなければならない。

iiプライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される空間に

おいてオンライン診療が行わなければならない。

」 遵守

患者に対して、オンライン診療を受け

る場所について適切に説明し協力を

得ることが重要である。

〕
撰

備考

(1)医師の所在

(2)患者の所在
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